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～「新潟県精神保健福祉協会こころのケアセンター」10 年のあゆみ～
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新潟県精神保健福祉協会こころのケアセンターは、 平成16年10月23日に起きた新潟県

中越地震、 平成19年7月16日に起きた新潟県中越沖地震という、 短期間に2度の震災に

見舞われた被災地で、 こころのケア活動を約10年にわたり行ってきた。 そのセンターの

活動が平成27年3月に終了した。

開所当時は、 災害後のこころのケア活動の在り方についての知見がほとんどなく、 被

災地と被災者に必要な事業展開をするにあたって手探りしながらの活動が続き、 多くの

苦労を重ねた。 しかし、 ケア活動を通じて被災者から学んだことはかけがえのないもの

であり、 今後起こりうる自然災害時のこころのケア活動にとって、 貰重な資料となるも

のであった。

被災地を支援する時に、 その地域や住民の特性をよく理解することは非常に重要であ

る。 中越地震の被災地は過疎化と高齢化が進んだ中山間地の豪雪地帯であり、 自死率が

高い新潟県のなかでも特に自死率が高い地域であったため、 『震災により多くのストレ

スに曝された被災者のかけがえのない命を守ること』を事業の指針とした。 中越地震 ・

中越沖地震の発生以前、 被災地域では口にすることをタブーとされてきた 『うつ ・ 自死

予防等の普及啓発』にあえて継続して取り組んだが、 こうした心の健康に関する普及啓

発の重要性は、 被災地に限らず一般社会すべてに当てはまることである。 そして、 被災

地で当センターが行った訪間調査等の地道なアウトリ ー チ活動は、 要支援者の早期発

見 ・ 早期受診につながり、 また被災者のニ ー ズを把握することにも大いに役立ち、 きめ

細やかに対応することができた。

新潟で相次いだ2つの震災と東日本大震災の被害は比較にならないが、 大きな喪失感

を抱えた被災者へのこころのケア活動には、 災害の規模は無関係である。

「災害による影警は被害規模の大小ではない。 また被災者個人が感じる喪失、 悲嘆は
一つとして同じではない」

これは、 当センター10年の活動を通して被災者から学び、 そして私たちが実感したこ

とである。なお、当センターの活動の詳細は『こころのケアセンター10年の活動記録 ふ

るさとのこころを取り戻すために～被災者に寄り添った10年のあゆみ～』を参照いただ

きたい。

今、 宮城県は復奥10年計両の再生期であるが、 みやぎ心のケアセンターでは中長期的

な支援へと移行しているところだろうか。 中越地震被災地では、 その時期は復興業務に

追われ続け、 疲労がピー クに達していた自治体職員のメンタルヘルス対策と、 消防職員
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